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築上町告示第95号 

 平成24年第３回築上町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成24年８月23日 

築上町長 新川 久三 

１ 期 日  平成24年９月３日 

２ 場 所  築上町役場議事堂 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

小林 和政君          宮下 久雄君 

丸山 年弘君          工藤 政由君 

工藤 久司君          有永 義正君 

吉元 成一君          田村 兼光君 

塩田 文男君          西畑イツミ君 

塩田 昌生君          中島 英夫君 

田原 宗憲君          信田 博見君 

武道 修司君          西口 周治君 

────────────────────────────── 

○９月７日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月10日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月11日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月19日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成24年 第３回 築 上 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日） 

平成24年９月３日（月曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

平成24年９月３日  午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

       ①議長の報告 

        ・提出された案件等の報告 

       ②町長の報告 

        報告第３号 平成２３年度健全化判断比率の報告について 

        報告第４号 平成２３年度資産不足比率の報告について 

        報告第５号 しいだサンコー株式会社の経営状況の報告について 

        報告第６号 東九州コミュニティー放送株式会社の経営状況の報告について 

        報告第７号 株式会社ついきプロヴァンスの経営状況の報告について 

 日程第４ 議案第75号 平成２４年度築上町一般会計補正予算（第３号）について 

 日程第５ 議案第76号 平成２４年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

 日程第６ 議案第77号 平成２４年度築上町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

 日程第７ 議案第78号 平成２４年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 日程第８ 認定第１号 平成２３年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第９ 認定第２号 平成２３年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 日程第10 認定第３号 平成２３年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第11 認定第４号 平成２３年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第12 認定第５号 平成２３年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第13 認定第６号 平成２３年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい
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て 

 日程第14 認定第７号 平成２３年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第15 認定第８号 平成２３年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第16 認定第９号 平成２３年度築上町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第17 認定第10号 平成２３年度築上町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第18 認定第11号 平成２３年度築上町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第19 認定第12号 平成２３年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第20 議案第79号 築上町空き家等の適正管理に関する条例の制定について 

 日程第21 議案第80号 築上町分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第22 議案第81号 築上町森林とのふれあい施設条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第23 議案第82号 公の施設に係る指定管理者の指定について 

 日程第24 議案第83号 物品売買契約の締結について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

       ①議長の報告 

        ・提出された案件等の報告 

       ②町長の報告 

        報告第３号 平成２３年度健全化判断比率の報告について 

        報告第４号 平成２３年度資産不足比率の報告について 

        報告第５号 しいだサンコー株式会社の経営状況の報告について 

        報告第６号 東九州コミュニティー放送株式会社の経営状況の報告について 

        報告第７号 株式会社ついきプロヴァンスの経営状況の報告について 

 日程第４ 議案第75号 平成２４年度築上町一般会計補正予算（第３号）について 
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 日程第５ 議案第76号 平成２４年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

 日程第６ 議案第77号 平成２４年度築上町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

 日程第７ 議案第78号 平成２４年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 日程第８ 認定第１号 平成２３年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第９ 認定第２号 平成２３年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 日程第10 認定第３号 平成２３年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第11 認定第４号 平成２３年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第12 認定第５号 平成２３年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第13 認定第６号 平成２３年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第14 認定第７号 平成２３年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第15 認定第８号 平成２３年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第16 認定第９号 平成２３年度築上町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第17 認定第10号 平成２３年度築上町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第18 認定第11号 平成２３年度築上町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第19 認定第12号 平成２３年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第20 議案第79号 築上町空き家等の適正管理に関する条例の制定について 

 日程第21 議案第80号 築上町分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第22 議案第81号 築上町森林とのふれあい施設条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第23 議案第82号 公の施設に係る指定管理者の指定について 

 日程第24 議案第83号 物品売買契約の締結について 
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────────────────────────────── 

出席議員（16名） 

１番 小林 和政君       ２番 宮下 久雄君 

３番 丸山 年弘君       ４番 工藤 政由君 

５番 工藤 久司君       ６番 有永 義正君 

７番 吉元 成一君       ８番 田村 兼光君 

９番 塩田 文男君       10番 西畑イツミ君 

11番 塩田 昌生君       12番 中島 英夫君 

13番 田原 宗憲君       14番 信田 博見君 

15番 武道 修司君       16番 西口 周治君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 進  克則君       書記 則松 美穂君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 新川 久三君  副町長 ………………… 八野 紘海君 

教育長 ………………… 進  俊郎君                     

会計管理者兼会計課長 …………………………………………………… 田中  哲君 

総務課長 ……………… 吉留 正敏君  財政課長 ……………… 則行 一松君 

企画振興課長 ………… 渡邊 義治君  人権課長 ……………… 松田 洋一君 

税務課長 ……………… 田村 一美君  住民課長 ……………… 平塚 晴夫君 

福祉課長 ……………… 髙橋 美輝君  産業課長 ……………… 中野 誠一君 

建設課長 ……………… 平尾 達弥君  都市政策課長 ………… 久保 和明君 

上水道課長 …………… 加來  泰君  下水道課長 …………… 古田 和由君 

総合管理課長 ………… 宮尾 孝好君  環境課長 ……………… 永野 隆信君 

農業委員会事務局長 … 田村 幸一君  商工課長 ……………… 神崎 一浩君 

学校教育課長 ………… 金井  泉君  生涯学習課長 ………… 田原 泰之君 

監査事務局長 ………… 石川 武巳君  代表監査委員 ………… 尾座本雅光君 
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────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（田村 兼光君）  皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は１５名です。定足

数に達していますので、平成２４年第３回築上町議会定例会を開会します。 

 町長から行政報告の申し入れがありましたので、これを許します。町長、新川君。 

○町長（新川 久三君）  皆さん、おはようございます。ことしの夏は非常に暑かったわけでござ

いますけど、ようやく９月になり、朝晩少し過ごしやすい季節となりました。９月議会を招集い

たしましたところ、御参加いただきまして大変ありがとうございます。 

 さて、ちょっと報告でございますけれども、まずは２９日に国のほうが発表ございましたけれ

ども、東南海地震の一応被害想定というものが、国のほうから最大ということで、出されてる、

死者はすさまじいもんで三十数万人というふうなことで出ておりましたが、本町にかかわる分を

若干御報告いたしますと、地震の強さは震度５強ということで、前回福岡県が発表しました瀬戸

内海の地震とさほど変わりないだろうというふうなことでございます。 

 しかし、瀬戸内海のほうが若干強いんではなかろうかなということで、瀬戸内海のほうの部分

を警戒したほうがよかろうと、こういう状況もございます。 

 それから、津波に対しては、瀬戸内海は５０センチというふうな津波であろうという想定が出

ておりましたが、今回は４メートルということでかねてから一応予想、それから町民のあるウチ

ヤマさんという方が提案をしていただいて計算までしてきていただいたわけです。これとほぼ同

じ４メートルということで、津波についてはかねての予想ぐらいということでございます。 

 そして、到達時間ていうのが何でだろうかなと思うんですけれども、築上町が３時間１４分と、

豊前市は３時間１９分、吉富が３時間２４分というふうな国からの発表があっておるところでご

ざいます。 

 しかし、地震発生から３時間ということで、相当な退避作戦はできるんではなかろうか、３時

間という、ひとつ時間があるということで。 

 あとまた、これらのことを考えながら、今、防災計画の見直しをやっておるところでございま

すし、これらを参考に計画をつくって町民の皆さんに早く告示したいと、このように考えておる

ところでございます。 

 そして、次にＪＡの合併、これはもう本格的になりました。来年の４月１日発足を目途にやっ

ておりますが、ほぼ合併本決まりでございます。 

 それで今、名前ということで、名前は京築を使うということで意見が一致しておりますし、あ

とはどういうふうになるかわかりませんけど、次回の９月の２４日だったか行われる合併協議会

の中で、正式に決めようというふうな話になっておるようでございます。 
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 それからあと、９月は敬老祝賀会、１５日に催しますが、本町の１００歳到達者、既に３名訪

問をいたしてお祝いをしておるとこでございます。 

 一人は、上り松の平野さん、それからもう一人は椎田中町の正野さん、それからもう一人、東

八田の加耒さんと、あと５名１００歳に今年度──平成２４年度中に１００歳に達する方がおり

ます。湊北の浦畑さん、それから安武の幸野さん、伝法寺の竹内さん、それから山添の矢ヶ部さ

ん、それから高塚の内山さんと、非常に１００歳、高齢ということで、皆さん本当に長生きです。 

 それで、総勢現在１００歳に到達した人が、築上町では２０名おります。本当に高齢化の時代

でございますけれども、全てが今女性の方で、タケウチさんがすれば男性一人という形になろう

かと、こういうことでございます。 

 本議会につきましては、報告が５件、補正予算が４件、それから決算認定の議案として１２件、

条例案が３件、それから指定管理者の一応指定についてということで１件、あと契約を１件控え

ておるところでございます。 

 皆さんにおかれましては、慎重審議をしていただきながら御採択をしていただくようお願い申

し上げまして、今議会の開会の御挨拶、それから町長報告とさせていただきます。よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（田村 兼光君）  これで報告を終わります。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（田村 兼光君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議

員は、会議規則第１１８条の規定により、１６番、西口周治議員、１番、小林和政議員を指名し

ます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（田村 兼光君）  日程第２、会期の決定について議題とします。 

 議会運営委員長の報告を求めます。信田委員長。 

○議会運営委員長（信田 博見君）  議会運営委員会の報告をいたします。 

 ８月２８日、議会運営委員会を開会し、お手元に配付の日程案のとおり決定いたしました。 

 ９月３日、月曜日の本日は、本会議で議案の上程、なお、議案第８３号の物品売買契約案件に

ついては、本日即決することとして協議しました。 

 ９月４日火曜日、９月５日水曜日、９月６日木曜日は、議案考案日といたします。 

 ９月７日金曜日は本会議で議案に対する質疑と委員会付託を行います。 
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 ９月８日土曜日、９月９日日曜日は休会とします。 

 ９月１０日月曜日は、本会議で一般質問とします。 

 ９月１１日火曜日は、一般質問の予備日とします。 

 なお、一般質問の予備日を使用しない場合は、休会といたします。 

 ９月１２日水曜日は、厚生文教常任委員会とします。 

 ９月１３日木曜日は、産業建設常任委員会とします。 

 ９月１４日金曜日は、総務常任委員会とします。 

 ９月１５日土曜日、１６日日曜日は休会とします。 

 ９月１７日月曜日祝日は、休会といたします。 

 ９月１８日火曜日は、委員会の予備日とします。 

 ９月１９日水曜日は、本会議で委員長報告、質疑討論、採決です。 

 なお、委員会審議につきましては、所管の議案審議、所管の事務質疑、所管外の議案質疑とし、

一般行政事務関連については、一般質問でお願いします。なお、一般質問の受付締め切りは、あ

す９月４日午前１２時までといたします。 

 以上、会期は、本日から９月１９日までの１７日間とすることが適当だと決定しましたので、

御報告いたします。 

 また、クールビズについては、原発事故以来、節電の必要性を踏まえて、引き続き本会議にお

いての服装はノーネクタイ、委員会においてはクールビズにて実施するということでお願いいた

します。 

 以上でございます。 

○議長（田村 兼光君）  以上で、議会運営委員長の報告を終わります。 

 お諮りします。本定例会の会期は、委員長報告のとおり、本日３日から９月１９日までの

１７日間と決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、会期は、本日から９月１９日までの

１７日間に決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（田村 兼光君）  日程第３、諸般の報告をいたします。 

 議案は、お手元に配付していますように、議案第７５号外２０件であります。 

 ほかに、例月出納検査報告が配付のとおり提出されていますので、あわせて御報告いたします。 

 次に、町長から報告があります。 
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 報告第３号平成２３年度健全化判断比率の報告について、報告第４号平成２３年度資金不足比

率の報告について、報告第５号しいだサンコー株式会社の経営状況の報告について、報告第６号

東九州コミュニティー放送株式会社の経営状況の報告について、報告第７号株式会社ついきプロ

ヴァンスの経営状況の報告についての５件を一括して報告していただきます。 

 職員の朗読の後、町長の報告内容の説明を求めます。則行財政課長。 

○財政課長（則行 一松君）  報告第３号平成２３年度健全化判断比率の報告について、地方公共

団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２３年度健全化判断比率を別

紙監査委員の意見をつけて報告する。 

 報告第４号平成２３年度資金不足比率の報告について、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律第２２条第１項の規定により、平成２３年度資金不足比率を別紙監査委員の意見をつけて報

告する。 

○議長（田村 兼光君）  吉留総務課長。 

○総務課長（吉留 正敏君）  報告第５号しいだサンコー株式会社の経営状況の報告について、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告す

る。 

 報告第６号東九州コミュニティー放送株式会社の経営状況の報告について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告する。 

 報告第７号株式会社ついきプロヴァンスの経営状況の報告について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告する。平成２４年９月

３日提出、築上町長新川久三。 

○議長（田村 兼光君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  報告第３号でございますけれども、平成２３年度健全化判断比率の報告

でございます。 

 この判断比率は、４つの指標がございまして、①実質赤字比率は、これは赤字でないので該当

ありません。 

 それから、２番目の連結実質赤字比率、これも赤字でないので該当ありません。 

 ３番目の実質公債費比率、これについては１４.４％、それから将来負担比率は８７.３％と平

成２３年度決算においては、このような数値になっております。 

 次に、報告第４号平成２３年度資金不足比率の報告でございますけれども、この資金不足比率

の分については、資金不足という形にはなっておりませんので該当がございません。 

 それから次に、報告第５号しいだサンコー株式会社の経営状況の報告でございますけれども、

平成２３年度のしいだサンコー株式会社の経営状況は、純売上高８,３６４万１,１７８円、対前
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年１,１３９万６,２２６円の減収となっております。これに対して、営業費用は８,３５３万

３,９４１円で、対前年とは１,１００万９,２２６円の減でございます。主な減収の要因は、町

からの補助金収入及び花壇改修工事等々が少し減少したものでございます。 

 また、経常利益は３５万４,４８３円、それから当期純利益は２０万６６５円でございました。 

 次に、報告第６号東九州コミュニティー放送株式会社の経営状況の報告でございます。 

 当期の経営状況は、売上利益が１,８９５万２,８５８円で、前年度に対し９万３,２３８円の

増収になっております。営業費用は１,８６０万７,８４３円で、前年度に対して２５８万

５,５０９円の増加となっております。経常利益は４３万３,２９０円、当期純利益は２５万

７７５円となっております。 

 次に、報告第７号株式会社ついきプロヴァンスの経営状況の報告でございますが、当期の経営

状況は、純売上高９,４１１万２,４３３円で、前年度に対して５３６万９,９８８円の増収にな

っております。 

 それから、営業費用は８,７１５万５,８４１円で、前年度に対して３０２万８７８円の増加と

なっております。経常利益は７３６万２,１３０円、当期純利益は５０３万４,６３０円となって

おるとこでございます。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第７５号 

日程第５．議案第７６号 

日程第６．議案第７７号 

日程第７．議案第７８号 

○議長（田村 兼光君）  以上で報告を終わりました。議事に入ります。 

 お諮りします。日程第４議案第７５号の平成２４年度築上町一般会計補正予算（第３号）につ

いてから、日程第７議案第７８号の平成２４年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）につい

てまでを一括上程したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第７５号から議案第７８号までを一

括上程することに決定しました。 

 日程第４議案第７５号の平成２４年度築上町一般会計補正予算（第３号）についてから、日程

第７議案第７８号の平成２４年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）についてまでを一括議

題とします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。則行財政課長。 
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○財政課長（則行 一松君）  議案第７５号平成２４年度築上町一般会計補正予算（第３号）につ

いて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２４年度築上町一般会計補正予算（第

３号）を別紙のとおり提出する。 

 議案第７６号平成２４年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、地方

自治法第２１８条第１項の規定により、平成２４年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）を別紙のとおり提出する。 

 議案第７７号平成２４年度築上町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について、地方自

治法第２１８条第１項の規定により、平成２４年度築上町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）を別紙のとおり提出する。 

 議案第７８号平成２４年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）について、地方自治法第

２１８条第１項の規定により、平成２４年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）を別紙のと

おり提出する。平成２４年９月３日、築上町長新川久三。 

○議長（田村 兼光君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第７５号は、平成２４年度築上町一般会計補正予算（第３号）でご

ざいます。 

 既定の歳入歳出予算の総額１１２億３,９９０万円に１億５,１２０万円を追加いたしまして、

歳入歳出予算の総額を１１３億９,１１０万円と定めるものでございます。 

 歳出の主なものは、電算システム更新費用──この中で健康管理システムそれから水道企業会

計システム、これが２,０６７万４,０００円でございます。 

 それから、前年度の補助金の精算に伴う国県返還金、これは障害者福祉の分でございますけれ

ども１,００９万７,０００円でございます。 

 それから、かねてから簡易水道会計の統合に向けた水道基本計画策定のための特別会計の繰出

金１,１３１万２,０００円、それから町道維持補修工事費１,５００万円、そして東八田学習等

供用施設の改修事業が３,２６７万円が主なものでございます。 

 歳入は、民生安定施設整備費の調整交付金を充て、それから地方交付税確定による臨時財政対

策債の減額、これは２,９００万円の減額としてるところでございます。 

 それから、前年度の繰越金、これを１億４,４４０万６,０００円を充てるものでございます。 

 その他、繰越明許費の設定が１件ございます。 

 次に、議案第７６号平成２４年度築上町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）でござい

ますけれども、既定の歳入歳出予算の総額２億９,６４４万５,０００円に４７２万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を３億１１６万５,０００円とするものでございます。 

 補正予算の主な内容は、平成２３年度の決算繰越額を計上いたしまして、保険料収納繰越に伴
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う福岡県後期高齢者医療広域連合への納付金を計上するものでございます。よろしく御審議をい

ただきたいと思います。 

 それから、議案第７７号平成２４年度築上町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）でござ

います。 

 本予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,６５３万５,０００円を追加いたしまし

て、歳入歳出予算の総額を１億６,２４６万２,０００円とするものでございます。 

 内容といたしましては、先ほどの一般会計からの繰入金１,１３１万２,０００円、それから前

年度の繰越金を６８５万４,０００円計上しております。 

 歳出は、先ほども申し上げましたが、水道事業基本計画策定業務委託１,６５３万５,０００円

を追加するものでございます。 

 次に、議案第７８号平成２４年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）についてでございま

す。 

 本予算案は、既定の第３条予算の収益的支出を１７８万５,０００円を増額いたしまして、

２億３,１１７万２,０００円に改めるものでございます。 

 内容といたしましては、地方公営企業会計制度見直しに伴う新制度移行の支援業務委託料の計

上による増額でございます。 

 ４議案ともよろしく御審議をいただき、御採択をお願い申し上げたいと思います。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．認定第１号 

日程第９．認定第２号 

日程第１０．認定第３号 

日程第１１．認定第４号 

日程第１２．認定第５号 

日程第１３．認定第６号 

日程第１４．認定第７号 

日程第１５．認定第８号 

日程第１６．認定第９号 

日程第１７．認定第１０号 

日程第１８．認定第１１号 

日程第１９．認定第１２号 

○議長（田村 兼光君）  説明は終わりました。 

 お諮りします。日程第８認定第１号の平成２３年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定につい
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てから、日程第１９認定第１２号の平成２３年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定につい

てまでを一括上程したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、認定第１号から認定第１２号までを一括

上程することに決定しました。 

 日程第８認定第１号の平成２３年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第

１９認定第１２号の平成２３年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定についてまでを一括議

題とします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。則行財政課長。 

○財政課長（則行 一松君）  認定第１号平成２３年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度築上町一般会計歳入歳出決算を別

紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第２号平成２３年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第３号平成２３年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自

治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第４号平成２３年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度築上町椎田駅前周辺活性化促進

事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第５号平成２３年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第

２３３条第３項の規定により、平成２３年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委

員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第６号平成２３年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治

法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別

紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第７号平成２３年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自

治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第８号平成２３年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度築上町特定環境保全公共下水道
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事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第９号平成２３年度築上町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方

自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度築上町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第１０号平成２３年度築上町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方

自治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度築上町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第１１号平成２３年度築上町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自

治法第２３３条第３項の規定により、平成２３年度築上町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算を

別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

 認定第１２号平成２３年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定について、地方公営企業法

第３０条第４項の規定により、平成２３年度築上町水道事業会計歳入歳出決算を別紙監査委員の

意見をつけて議会の認定に付する。平成２４年９月３日提出、築上町長新川久三。 

○議長（田村 兼光君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  認定第１号は、平成２３年度築上町一般会計歳入歳出決算の認定でござ

います。 

 平成２３年度の一般会計の決算は、歳入総額が１１６億１,２８２万９,１２７円でございます。

歳出総額は１００億８,４００万５４２円でございます。歳入歳出差し引きの総額が１５億

２,８８２万８,５８５円でございます。翌年度へ繰り越した一般財源は７,７２５万３,０００円

でございます。実質収支額は１４億５,１５７万５,５８５円でございます。単年度収支は

４,０９５万４,９０６円でございます。実質単年度収支は３億７,８５３万８,８６０円の黒字と

なっておるところでございます。 

 なお、この実質単年度収支の中で、財政調整積立への、これが１億１,６６０万２,８８２円、

それから繰上償還が２億２,０９８万１,０７２円となっておるところでございます。 

 次に、認定第２号平成２３年度築上町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定で

ございます。 

 歳入総額は３,２８０万９,８７９円、歳出総額が３億４,３０３万７,８１４円、歳入歳出差引

額が３億１,０２２万７,９３５円の赤字となっておりますが、この赤字分は平成２４年度の歳入

から繰り上げ充用をして補填をしておるところでございます。 

 次に、認定第３号平成２３年度築上町奨学金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定でございま

す。 

 歳入総額５４９万９９４円、歳出総額１万１,８５７円、歳入歳出差引額は５４７万
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９,１３７円でございます。 

 次に、認定第４号平成２３年度築上町椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計歳入歳出決算の認

定でございます。 

 歳入総額６０万４,３１５円、歳出総額５７万５,０９５円、歳入歳出差引額は２万

９,２２０円です。 

 本事業は、椎田駅前周辺活性化促進事業特別会計の貸付金の返済回収業務を行っているもので

ございますが、貸付件数に対して非常に収納率はまだ３３.３３％ということで、なかなか苦慮

しておるところでございます。 

 認定第５号平成２３年度築上町霊園事業特別会計歳入歳出決算の認定でございます。 

 本会計は、歳入総額が２４２万３,３１７円、歳出総額が２４２万３,３１７円ということで、

一応歳入歳出同額となって収支ゼロでございます。 

 次に、認定第６号平成２３年度築上町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定でございます

が、歳入総額が２５億９,４８６万２,７３２円、歳出総額が２６億４,５５０万８,８１２円とい

うことで、５,０６４万６,０８０円の赤字になっております。 

 この分の赤字については、２４年度歳入の一応繰上充用ということで補填を、しかし、国庫補

助金が多分、過年度で入る予定になっておるところでございます。 

 次に、認定第７号平成２３年度築上町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定でございま

す。 

 本決算は、歳入総額が２億６,７９６万６,８８２円、歳出総額が２億６,３２４万５,８３７円、

歳入歳出差引額は４７２万１,０４５円でございます。 

 この黒字分については、平成２３年度の保険料収入でございます。２４年度に、この分につい

ては県の後期高齢者医療広域連合のほうへ払う納付金となっておるところでございます。 

 次に、認定第８号平成２３年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定でございますが、歳入総額が２億１,７８０万４,１３２円、歳出総額が２億２９４万

５,４２３円、差引額は１,４８５万８,７０９円でございます。築城基地の下水道事業の決算で

ございます。 

 それから、認定第９号平成２３年度築上町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定でご

ざいますけれども、歳入総額が６億１,５６２万６,５１２円、歳出総額６億３１万４,５９３円、

差引額は１,５３１万１,９１９円でございます。 

 これは、葛城地区の農業集落の排水事業の決算でございます。 

 次に、認定第１０号平成２３年度築上町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定でござい

ます。 
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 歳入総額が４億７,５７７万６,６２４円、歳出総額４億３,５０５万４,６５２円でございます。

差引額は４,０７２万１,９７２円でございます。翌年度に繰り越した財源が２,４０４万円ほど

ございます。実質収支は１,６６８万１,９７２円でございます。 

 これは、椎田地区、それから一部西角田地区、これは２期分になりますけど、下水道事業費の

決算でございます。 

 次に、認定第１１号平成２３年度築上町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定でございま

す。 

 歳入総額が１億４,２４２万４,９２２円、歳出総額１億３,５５６万４０８円でございます。

差引額は６８６万４,５１４円ということで、これは築城地区の第１、第２の簡易水道の、いわ

ゆる特別会計でございます。 

 次に、認定第１２号平成２３年度築上町水道事業会計歳入歳出決算の認定でございますが、水

道事業の経常的支出である収益的収支の収益については、営業収益が２億２,７２９万

３,４４３円、営業外収益４３１万３,５１７円、総収益が２億３,１６０万６,９６０円、支出に

つきましては営業費用１億８,３５１万２,６３５円、営業外費用２,２９９万３,６９２円、総費

用２億６５０万６,３２７円で、経常利益が２,５１０万６３３円となっております。特別損失は

９万３,３２４円に計上させていただいております。当年度純利益は２,５００万７,３０９円と

なってるとこでございます。 

 資本的収支については、消費税込みで総収入１,４４５万８,０００円、総支出が１,５４６万

４６０円となっており、不足額９,１００万２,４６０円は過年度分損益勘定留保資金及び当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填をいたしておるところでございます。 

 内容として、収入の主なものは工事の負担金１,１７１万４,０００円、支出は建設改良費とし

て建設改良事業費及び量水器の購入に２,２６４万６３３円、企業債償還金として８,２８１万

９,７８７円となっておるところでございます。 

 決算の認定については、よろしく御審議をいただき、御認定いただけますようお願い申し上げ

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（田村 兼光君）  説明が終わりました。 

 ここで、代表監査委員に決算の監査結果の報告を求めます。代表監査委員の尾座本雅光さん、

お願いします。 

○代表監査委員（尾座本雅光君）  おはようございます。代表監査委員をいたします尾座本です。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 築上町の平成２３年度の決算における審査を、７月の９日から８月の２日にかけまして町監査
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事務局で丸山監査委員さんと実施いたしました。その結果につきまして、御報告を申し上げます。 

 平成２３年度の一般会計の歳入歳出決算規模は、歳入が１１６億１,２８２万９,１２７円とな

っております。歳出は１００億８,４００万５４２円で、差し引き額は１５億２,８８２万

８,５８５円で、実質収支は１４億５,１５７万５,５８５円、単年度収支は４,０９５万４，

９０６円の黒字となっています。 

 一方、特別会計におきましては、歳入合計が４３億５,５７９万３０９円で、歳出合計は

４６億２,８６７万７,８０８円で、実質収支は２億９,６９２万７,４９９円の赤字となっており

ます。単年度収支においても、１,４１８万３,５５８円の赤字であります。 

 一般会計に特別会計をあわせたところでは、歳入総額が１５９億６,８６１万９,４３６円、歳

出総額は１４７億１,２６７万８,３５０円、差し引きますと１２億５,５９４万１,０８６円、実

質収支１１億５,４６４万８,０８６円で、単年度の収支が２,６７７万１,３４８円の黒字となっ

てます。 

 ２３年度の決算統計調査──普通会計では、経常収支比率が９０.６ポイント、対前年度比

２.５ポイントの悪化をいたしてます。財政力指数０.３３２、対前年度を比較しますと、

０.０１３ポイント減少いたしてます。実質公債費比率は、１４.４ポイント、対前年度１.６ポ

イントの改善となってます。 

 また、「地方公共団体の財政健全化に関する法律」に基づく４指標、実質赤字比率、連結実質

赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率と資金不足比率の各指標とも、対前年度において改善

された数字となっております。 

 今後とも、財政運営に当たりましては歳入の財源確保により一層努めるとともに、歳出の成果

の明瞭化など計画性を持たせ、効果的・効率的な運営に努めることを望むものであります。 

 しかし、あわせ一般会計及び国民健康保険特別会計におきましては、それぞれ６５７万

５,３５６円、それから９３５万９０６円の不納欠損処分が執行されてます。不納欠損処分につ

きましては、処分に至らないよう個々の状況を十分調査し、適切な執行管理に努め、その処分に

つきましては法令等の趣旨に沿って厳正に運用されたいと。 

 なお、累積する収入未済額は、町税のほか住宅使用料、保険料、貸付金等に及んでおります。

自主財源の確保はもとより、負担の公平を期する上からも、実効ある対策を講じられるよう要望

するものであります。 

 また、町水道会計の状況は、総収益２億３,１６０万６,９６０円、総費用２億６５９万

９,６５１円であります。当年度純利益は２,５００万７,３０９円で、前年度の純利益額

２,５７２万３,７７５円に比べますと、７１万７,４６６円の減となっております。単年度の経

営収支は安定傾向にありますが、より一層の収益の向上を目指すよう要望いたします。 
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 特に、有水率は当年度７７.０％でした。前年度は７７.９％に対してわずかに悪化している状

況にあります。収益の根幹をなす有水率が依然と低い水準にあります。したがいまして、その原

因究明に努めるとともに、水道料金の収納率向上等に一段の努力をされるよう要望いたします。 

 以上、前年度の決算監査の意見書で述べた要望事項につきましても引き続き検討お願いを申し

上げ、監査報告とさせていただきます。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第７９号 

日程第２１．議案第８０号 

日程第２２．議案第８１号 

○議長（田村 兼光君）  どうも御苦労さまでした。 

 お謀りします。日程第２０議案第７９号築上町空き家等の適正管理に関する条例の制定につい

てから、日程第２２議案第８１号築上町森林とのふれあい施設条例の一部を改正する条例の制定

についてまでを一括上程したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第７９号から議案第８１号までを一

括上程することに決定しました。 

 日程第２０議案第７９号築上町空き家等の適正管理に関する条例の制定についてから、日程第

２２議案第８１号築上町森林とのふれあい施設条例の一部を改正する条例の制定についてまでを

一括議題とします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。吉留総務課長。 

○総務課長（吉留 正敏君）  議案第７９号築上町空き家等の適正管理に関する条例の制定につい

て、標記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 議案第８０号築上町分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について、標記の条例案を別

紙のとおり提出する。 

 議案第８１号築上町森林とのふれあい施設条例の一部を改正する条例の制定について、標記の

条例案を別紙のとおり提出する。平成２４年９月３日、築上町長新川久三。 

○議長（田村 兼光君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第７９号は、築上町空き家等の適正管理に関する条例の制定でござ

います。 

 本条例案は、空き家等が管理不全な状態になることの防止を図り、生活環境の保全、それから

防犯のまちづくりを推進するに当たり、この築上町の空き家について、中に立ち入り調査を行い、
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そして家主のほうに適正な勧告をするというふうなことで制定をするものでございます。 

 それから、次に議案第８０号は、築上町分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定でござい

ますが、本条例案は、有害鳥獣の被害防止の施設整備事業を実施するに当たりまして、補助金を

除いた地方負担額に過疎債を充当した場合に、地方分担金を徴収する条例を改正する必要がござ

います。そのために、条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、議案第８１号築上町森林とのふれあい施設条例の一部を改正する条例の制定でございま

すが、本条例案は、森林とのふれあい施設建設から２０年を経過いたしまして非常に老朽化して

おり、施設の利用促進を図るために宿泊料金のいわゆる値下げをする改定を図り、多くの利用者

を得るというふうなことで改正するものでございます。 

 ３議案ともよろしく御審議をいただき、御採択をお願い申し上げます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．議案第８２号 

○議長（田村 兼光君）  説明が終わりました。 

 日程第２３議案第８２号公の施設に係る指定管理者の指定についてを議題とします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。吉留総務課長。 

○総務課長（吉留 正敏君）  議案第８２号公の施設に係る指定管理者の指定について、地方自治

法（昭和２２年法律６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づき、公の施設に係る指定管理者

を次のとおり指定したいので、町議会の議決を求める。平成２４年９月３日提出、築上町長新川

久三。 

○議長（田村 兼光君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第８２号は、公の施設に係る指定管理者の指定でございますが、本

案は、旧椎田町の地区集会所であり、これが指定管理の指定がされておりませんでした。 

 今後も、施設を地域のために皆さんが使っていただくように、指定管理を行うものでございま

す。これは、場所は坂本の地域になっておりますけれども越路・水原地区の集会所、それからも

う一つは峯原の集会所の、これを指定管理するものでございます。 

 よろしく御審議をいただき、御採択をお願い申し上げます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第８３号 

○議長（田村 兼光君）  説明が終わりました。 

 お諮りします。日程第２４議案第８３号物品売買契約の締結については、契約案件です。 

 したがって、日程第２４号を会議規則第３９条第２項の規定により、委員会付託を省略し本日

即決したいと思いますが、御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第８３号を委員会付託を省略し、本

日即決することに決定しました。 

 日程第２４議案第８３号物品売買契約の締結についてを議題とします。 

 職員の朗読に続いて提案理由の説明を求めます。吉留総務課長。 

○総務課長（吉留 正敏君）  議案第８３号物品売買契約の締結について、「特定防衛施設周辺整

備調整交付金事業」小型動力ポンプ付積載車等購入について、次のように物品売買契約を締結す

るものとする。平成２４年９月３日提出、築上町長新川久三。 

○議長（田村 兼光君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第８３号は、物品売買契約の締結でございます。 

 本契約は、小型動力ポンプ付積載車３台の購入でございます。平成２４年の８月９日に、５社

による指名競争入札を行い、結果はお手元に御配付の結果表のとおりでございます。 

 愛知ポンプ工業（株）北九州営業所が消費税込みの２,０４６万４,５００円で落札をいたしま

した。 

 なお、この車の配置は、広末、それから本庄、安武に配備をするものでございます。 

 よろしく御審議をいただき、御採択をお願い申し上げます。 

○議長（田村 兼光君）  説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。西畑議員。 

○議員（１０番 西畑イツミ君）  この物品売買契約の締結についてですが、広末、安武、本庄へ

の小型動力ポンプ付の積載車の購入が言われましたが、どの地区にどういうものが配置されたの

かを教えてください。 

○議長（田村 兼光君）  吉留総務課長。 

○総務課長（吉留 正敏君）  総務課の吉留です。 

 今回、積載車３台購入するわけでございますが、うち１台は軽自動車となっております。軽自

動車につきましては、広末地区の部に配備をいたします。 

 それから、あとの２台につきましては、自治会名は安武第１、第２、第３自治会の部が今回統

合されておりまして、そこの上の原集会所の敷地内に消防小屋を建てかえましてそこに１台、そ

れから上本庄、下本庄の部を統合いたしまして、旧上本庄の駐在所の跡地に消防小屋を新築いた

しまして、そこに普通車を１台配付するということにしております。 

○議長（田村 兼光君）  いいですか。 

○議員（１０番 西畑イツミ君）  はい。 

○議長（田村 兼光君）  吉元議員。 
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○議員（７番 吉元 成一君）  この入札の結果表がついてますけど、最低制限価格入札で最低制

限価格をしてなかったんでしょ。──してない、入札ですよね。上はしてますけど、最低はもう

結局１万円でもいいっちゅうことでしょ、極端な言い方したら。 

 でも、１万円じゃ当然納入できないだろうから、それじゃあ契約できませんちゅう話になるか

もしれませんが、最低制限価格がないような入札で余りにも満額に近い金額で頭そろえて入札し

てますが、この結果について財政課長何か感じませんかね。どうも思いません、この結果。 

○議長（田村 兼光君）  則行財政課長。 

○財政課長（則行 一松君）  入札の結果につきましては、私は不自然とは思っておりません。 

 以上です。 

○議長（田村 兼光君）  吉元議員。 

○議員（７番 吉元 成一君）  じゃ、当然２,０００万で落札していいわけですから、

１,９４９万で落札してますので、結果としては５１万安く買えたと、ね。満額からすると、安

く買えたという、低い金額で買えたんだという捉え方もあるけれど、こういったものが、大体検

討して見積もりも出してるでしょうが、見積価格で、最低制限価格を町内の業者がする土木工事

や建築工事に対しては、最低制限価格、制限してます。 

 そうすると、今談合やらない業者は、談合やってないと思うんですけど、当然見積もって最低

制限価格を公表してますが、最低制限価格入札します。で、くじ引きになります。 

 だから、利率は地元で税金払う会社が儲かるような仕事にならないんです。こういった特殊な

ものかもしれませんが、５社もあるわけですから、もう少し勉強してもらうように入札の方法も

考えていただきたいと思いますが、どうですか。 

○議長（田村 兼光君）  いいですか。 

○議員（７番 吉元 成一君）  いや、どうですかって考えてください。考えないんですかっ

て…… 

○議長（田村 兼光君）  八野副町長。 

○副町長（八野 紘海君）  副町長の八野です。 

 御指摘のとおり、工事については最低制限価格、建築・土木とも設定しておりまして、あと設

計並びに物品については制限価格を設けては、今現在おりません。 

 今回の物品購入の指名に当たっては、８月１日指名委員会で行ったとこですけど、実績──過

去の実績、納入業者、専門メーカーといいますか、そういうとこで選考、選定したわけですけど

も、これが地元業者とか、そういう近隣のとこでできるかどうかというのは、今後検討はしてい

きたいと思います。 

 以上です。 
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○議員（７番 吉元 成一君）  ３回目、３回目…… 

○議長（田村 兼光君）  はい。 

○議員（７番 吉元 成一君）  要は、最低制限価格をしてないから１円でも、結果としては落札

となりますよね。それから先は、業者と町と話し合いをして、これじゃ無理だろうということに

なると契約しないという形をとると思うんですけど、請負は請け負けと書きますんで、するとい

う約束した以上、１円でも１０円でも仕事してもらうという方向で最低制限価格を制限しないと

いう形なら納得できるんですけど、そういったことについても、今後十分検討していただきたい

と思います。 

○議長（田村 兼光君）  いいですか。──これから、そういうことのないように、ちゃんとする

ならするって説明せな。八野副町長。 

○副町長（八野 紘海君）  最低制限価格の設定については、国等の指摘条項でもありますし、そ

こら辺は国等の通知等を見ながら考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。まだ、あるかね。ないやろ、もう。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  ほかにありません。これで討論を終わります。 

 これより、議案第８３号についてを採決を行います。議案第８３号は原案のとおり可決するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第８３号は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

 ここで、議案に対する資料要求及び所管委員会以外の議案質疑を希望される議員は、所定の様

式で事務局まで提出してください。 

 なお、一般質問の締め切りは、あすの午前１２時までとします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（田村 兼光君）  以上で、本日の日程はすべて終了しました。 

 これで、散会します。 

午前11時03分散会 

────────────────────────────── 
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